
大阪大学放射性同位元素の販売業に係る放射線障害予防規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、大阪大学（以下「本学」という。）における放射性同位元素を業とし

て販売する際に、放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）（以

下「法」という。）に基づき、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを

目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、本学における放射性同位元素の販売に関する放射線業務に適用する。 

（用語の定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 「販売業」とは、法第４条の規定に基づき放射性同位元素を業として販売すること

をいう。 

(2) 「放射線施設」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和３５年総

理府令第５６号）第１条第９号に定める使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設をいう。 

(3) 「取扱等業務従事者」とは、各放射線施設において、放射線同位元素等の運搬等の取

扱等に従事する者をいう。 

（他の法令等との関係） 

第４条 販売業については、この規程に定めるもののほか、法令及び本学の諸規程に定める

ところによる。 

（放射線障害防止に関する組織及び職務） 

第５条 原子力研究安全委員会・放射線安全管理部会（以下「安全管理部会」という。）の

部会長（以下「安全管理部会長」という。）は、本学における放射性同位元素の販売業に

係る放射線障害の防止に関する安全管理の責任を有し、業務を総括する。 

２ 本学における販売業に係る放射線障害の防止に関する組織は、別図１に掲げるとおり

とする。 

３ 本学における販売業に係る放射線障害防止に関する事項は、安全管理部会が審議する。 

（販売所の開所及び閉所） 

第６条 部局の長は、新たに放射性同位元素を販売しようとするときは、あらかじめ安全管

理部会に販売所開所の承認を受けなければならない。 

２ 販売所の属する部局の長（以下「部局長」という。）は、放射性同位元素の販売を終了

しようとするときは、あらかじめ安全管理部会に販売所閉所の承認を受けなければなら

ない。 

３ 安全管理部会長は、前２項の承認を行ったときは、総長にその旨報告するものとする。 

４ 総長は、前項の報告があったときは、原子力規制委員会に届け出なければならない。 

（販売業の変更） 

第７条 部局長は、販売所における放射性同位元素の販売核種、数量、用途別区分、物理的



性状、化学形等を変更しようとするとき、あらかじめ安全管理部会に変更内容の承認を受

けなければならない。 

２ 安全管理部会長は、前項の承認を行ったときは、総長にその旨報告するものとする。 

３ 総長は、前項の報告があったときは、原子力規制委員会に届け出なければならない。 

（放射線取扱主任者の選任） 

第８条 安全管理部会長は、販売業に係る放射線障害の防止について監督を行わせるため、

放射線取扱主任者（以下「主任者」とする。）を置く。 

２ 前項の主任者を複数名置くときは、統括主任者と実務担当主任者を置く。 

３ 主任者の選任については、本学の教職員のうち第１種、第２種又は第３種（一般）放射

線取扱主任者免状を有する者の中から総長が行うものとし、総長はこれを安全管理部会

長に専決させるものとする。これを解任するときも同様とする。 

４ 安全管理部会長は、前項に掲げる選任又は解任を行った場合は、速やかに総長に届け出

るものとする。 

５ 主任者は、第１項の職務を行うため、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 本規程の制定、改廃等への参画 

(2) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査 

(3) 立入検査等の立会い 

(4) 安全管理部会長に対する意見の具申 

(5) 販売業に関する帳簿及び書類の監査 

(6) 関係者に対する関連法令及び本規程の遵守のための措置 

(7) その他放射線障害防止に関する必要事項 

６ 統括主任者は、前項の業務の総括を、実務担当主任者は、同項の業務の実務をそれぞれ

行うものとする。 

７ 主任者（主任者を複数名置くときは統括主任者）は、安全管理部会の開催を要求するこ

とができる。 

（放射線取扱主任者の代理者の選任） 

第９条 主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは、そ

の期間中職務を代行させるため、主任者の代理者を置く。 

２ 主任者の代理者の選任又は解任は、総長が行う。 

３ 総長は、主任者の代理者の選任又は解任について、原子力規制庁へ届けなければならな

い。ただし、代理の期間が３０日未満の主任者の代理者の選任又は解任については、この

限りではない。 

４ 主任者の代理者は、前条第５項から第７項に掲げる業務を代理する。 

（部局長の職務） 

第１０条 部局長は、主任者の監督の下に販売業に係る放射線障害の防止に関する業務を

総括し、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 販売業に係る帳簿の記帳の確認及びその保管 

(2) 関係者への指導及び指示 



(3) 危険時、事故時及びその他の異常時の措置 

(4) 本規程の改廃に関する立案 

(5) 立入検査等の立会い 

(6) その他放射線障害防止に関する必要な事項 

（販売責任者） 

第１１条 販売所の属する部局に販売責任者を置く。 

２ 販売責任者は、主任者の監督のもとに部局長と協力し、次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 販売業に係る帳簿の記帳の確認 

 (2) その他放射線障害の防止に関する必要な事項 

（販売担当者） 

第１２条 販売担当者は、販売責任者の指導のもと放射性同位元素の譲受、販売、譲渡、保

管、運搬、廃棄及びそれらに関する帳簿の記帳等の業務を行う。 

（管理状況の報告） 

第１３条 安全管理部会長は、年度ごとに放射線管理状況報告書を作成し、主任者の確認を

経た上で、所定の期日までに総長を通じて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 

（保管の委託） 

第１４条 販売責任者は、販売のための放射性同位元素の保管について、密封されていない

当該放射性同位元素の貯蔵に係る原子力規制委員会の許可又は承認を有する放射線施設

に委託する。 

（廃棄の委託） 

第１５条 販売責任者は、販売のための放射性同位元素等の廃棄について、放射性同位元素

の廃棄業の許可を受けた廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。 

（記帳及び保存） 

第１６条 販売責任者は、次の各号に掲げる事項について、販売担当者に帳簿の記帳をさせ

なければならない。 

(1) 譲受、販売又は譲渡 

ア 放射性同位元素の種類及び数量 

イ 放射性同位元素の譲受、販売又は譲渡年月日及び相手方の氏名又は名称 

(2) 保管 

 ア 保管を委託した放射性同位元素の種類及び数量 

 イ 放射性同位元素の保管の委託年月日及び期間 

 ウ 放射性同位元素の保管の委託先の氏名又は名称 

(3) 運搬 

 ア 放射性同位元素の運搬の年月日及び方法 

 イ 荷受人又は荷送人の氏名又は名称 

 ウ 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称 

(4) 廃棄 

 ア 廃棄を委託した放射性同位元素の種類及び数量 



 イ 放射性同位元素等の廃棄の委託年月日 

 ウ 放射性同位元素等の廃棄の委託先の氏名又は名称 

２ 部局長は、前項の帳簿を毎年３月３１日（販売所の廃止等を行う場合は廃止日等）に閉

鎖し、主任者の確認を得なければならない。 

３ 部局長は、第１項の帳簿を５年間保存しなければならない。 

（危険時及び事故時の措置） 

第１７条 販売責任者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、別図２に定める連絡体

制に従い、直ちに連絡及び通報しなければならない。 

(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が発生した場合 

(2) 放射線同位元素等の運搬時等において、取扱いにおける計画外の被ばくがあったと

きであって、当該被ばくに係る実効線量が取扱等業務従事者にあっては５ミリシーベ

ルト、取扱等業務従事者以外の者にあっては０．５ミリシーベルトを超え、又は超える

おそれがあるとき。 

(3) 取扱等業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超える

おそれのある被ばくがあったとき。 

２ 部局長は別に定める緊急対応マニュアルの定める応急の措置を講ずる判断をする。 

３ 部局長は、緊急作業が必要な場合は緊急作業に従事する者を任命し、個人線量計、被ば

く防止のための防護具等を装備させて、作業を行わせなければならない。 

４ 主任者は、次に掲げる措置を講ずるために取扱等業務従事者に対し必要な指示を与え

るほか、安全管理部会長に状況を報告しなければならない。 

(1) 放射線障害を受けた者又はそのおそれがある者がある場合は、速やかに救出すると

ともに、その付近の者を避難させること。 

(2) 汚染が生じた場合又はそのおそれがある場合には、汚染の拡散又は発生の防止に努

めるとともに、関係者以外の者をその場所に接近させないようにすること。 

(3) 放射性同位元素を他の安全な場所に移す余裕がある場合には、これを移した後、そ

の周辺には縄張り、標識等を設け、かつ見張り人をつけ関係者以外の立入りを禁止する

など、放射線障害の拡大防止に留意すること。 

(4) 緊急作業に従事する者は、主任者の指示に従うこと。 

５ 部局長は、必要に応じて、放射線科学基盤機構長及びウェルネス推進機構安全衛生管理

部長に応急の措置の協力を要請することができる。 

６ 部局長は、緊急作業に従事した者に対し必要と認められる場合は、事後速やかに健康診

断を受けさせなければならない。 

７ 部局長は、第１項第１号に掲げる事故の通報を受けたときは、直ちにその旨を所轄の警

察署に通報しなければならない。 

８ 部局長は、第１項の事故の状況及びそれに対する対処を、１０日以内に別図２に定める

連絡体制に従い、安全管理部会長、放射線科学基盤機構長、ウェルネス推進機構安全衛生

管理部長、原子力研究・安全委員会委員長等を通じて総長に報告しなければならない。 

９ 総長は、前項の報告があったときは、直ちに原子力規制委員会に報告しなければならな



い。 

（情報提供） 

第１８条 危険時又は事故時に放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した

場合の情報提供は、安全管理部会長が総括する。 

２ 安全管理部会長は、前項の事態が発生したときは安全管理部会内に問い合わせ窓口を

設置し、安全管理部会委員等に対応させる。 

３ 安全管理部会長は、発生した事故の状況、災害、危険事態の大きさ及び被害の程度に応

じて情報提供する方法及び内容を安全管理部会で協議し、次の各号に掲げる項目を必要

に応じて随時提供する。 

 (1) 事故の発生日時及び発生した場所 

 (2) 汚染及び被ばくの状況等 

 (3) 事故が発生した場所において取扱っている放射性同位元素等の性状及び数量 

 (4) 応急の措置の内容 

 (5) 放射線測定器による放射線量の測定結果 

 (6) 事故の原因及び再発防止策 

 (7) その他の事故に関する情報 

４ 安全管理部会長は、大阪大学ホームページ等を通じて外部への情報発信を行う。 

５ 安全管理部会長は、放射線科学基盤機構長及びウェルネス推進機構安全衛生管理部長

に協力を要請することができる。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和８年４月１日から施行する。 
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の番号順に連絡すること。

発見者

（協力）

ウェルネス推進機構
安全衛生管理部長
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（協力）

原子力研究・安全委員会
放射線安全管理部会長

放射線科学基盤機構長

販売責任者


